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１. 事業の背景、⽬的、内容 
 
（１） 事業の⽬的 

① 政策的な重要性 
無⼈航空機は、2022 年 12 ⽉ 5 ⽇から新制度が開始され、有⼈地帯（第三者上空）

での補助者なし⽬視外⾶⾏を指すレベル 4 ⾶⾏が可能になる等、活⽤範囲が拡⼤し
ており、インフラ点検等の⺠⽣利⽤や災害・緊急時の調査等の公的利⽤において今
後より⾼度な活⽤が求められていく。近年頻発化している⼤規模災害においては、
⼩型無⼈機を活⽤した状況把握の調査が広く⾏われており、現状、その有効性が確
認され、⼩型無⼈機の活⽤が進みつつある。また、プラント環境の配管やタンク、フ
レア設備等のインフラ点検、及び農業のリモートセンシングに⼩型無⼈機を活⽤す
ることで、⾼所点検の容易化や点検費⽤削減の効果が検証されている。 

こうした中、我が国としての安定的な維持・発展を継続的に⽀えていくためには、
緊急時の初動対応の迅速化や点検作業の無⼈化等を実現するための⾼度な技術を開
発し、⺠⽣利⽤及び公的利⽤共に、従来の無⼈航空機では活⽤が難しい⽤途・環境ま
で利⽤を拡張する必要がある。従来の無⼈航空機は、予め定められた環境での単⼀
機体の活⽤が主流となっているが、⼤規模災害発⽣時等、迅速に広範囲の状況把握
を⾏うためには、未知で広範囲な環境を複数の⼩型無⼈機により調査することが求
められ、プラント内の莫⼤な数の設備点検を効率化するためにも、屋内外を問わず
複数の⼩型無⼈機が作業者や資材が無作為に配置されている環境において⾃律的に
点検するためのデータの取得が求められる。 

また、経済安全保障重要技術育成プログラムの研究開発ビジョンにおいても、宇
宙・航空領域で⽀援対象とする技術として、 
 ⼩型無⼈機の⾃律制御・分散制御技術 
が挙げられている。 
本研究開発構想では、この要求を実現するために、GNSS（Global Navigation 

Satellite System）が受信できない環境においても複数の⼩型無⼈機が⾃律的にかつ
連携しながら定められた任務を達成できる⾃律制御・分散制御技術を搭載した⼩型
無⼈機を開発する。また、この⾃律制御・分散制御技術を搭載した⼩型無⼈機を実現
するために開発されるソフトウェアを搭載して任務を遂⾏するために必要な機能・
性能を満たすことができるハードウェア等の要素技術も併せて開発する。さらに、
開発された要素技術は段階的に社会実装していく⽅針として、各国に先駆けて早期
に活⽤し技術・産業競争⼒の向上を図っていく。 

 
② 我が国の状況 
複数の⼩型無⼈機が、未知な環境や複雑な環境において、情報収集や救援⽀援等の
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任務を⾃律的に遂⾏するための⾃律制御・分散制御技術の制御アルゴリズム（ソフト
ウェア）の開発を中⼼にした⼩型無⼈機等の要素技術の研究開発は、すでに、経済安
全保障重要技術育成プログラムの研究開発構想「空域利⽤の安全性を⾼める複数の
⼩型無⼈機等の⾃律制御・分散制御技術及び検知技術」（内閣府・⽂部科学省）（以下、
「先⾏事業」という。）において⾏われている。 

⼀⽅、こういった開発成果を、社会実装のフェーズに繋げていくためには、⾃律制
御・分散制御技術を搭載することを前提としたハードウェア等の要素技術も、同時並
⾏的に開発を進めていく必要がある。しかしながら、現時点で、無⼈航空機を製造・
開発している企業は複数存在するものの、⾃律制御・分散制御技術を搭載することを
前提とした開発は確認されず、本事業を通じて、具体的な運⽤要求に基づき性能及び
機能を定め、その開発を⾏う必要がある。 
 

③ 世界の取組状況 
⽶国の企業より、カメラで全⽅位を検知し⾮ GNSS 環境においても⾃律的に障害

物を回避して⾶⾏する技術が搭載された⼩型無⼈機が発売されている。その企業の
開発ロードマップでは、⼀⼈の運⽤者が複数の⼩型無⼈機を運⽤させることが⽰さ
れており、⾃律制御・分散制御技術の開発に注⼒するものと⾒られる。また、中国の
企業からは、⼩型無⼈機間で通信を⾏い複数機同時に⾶⾏させる技術が搭載された
⼩型無⼈機が発売されている。このように、世界的に⾃律制御・分散制御の研究開発
が確認され、段階的に⼩型無⼈機の製品への搭載が⾏われている状況である。製品化
されている⼩型無⼈機は、⼨法が 500mm 以下（プロペラ含まず）、重量が 2kg 以下
であり運⽤者が⽚⼿でも扱える程の機体に設計されており、各企業はその⼤きさの
中で⾶⾏時間や搭載機器の⾼度化を競い、ユーザビリティも両⽴させている。 
 

④ 本事業のねらい 
本事業では、関係省庁等との協議を踏まえ、災害・緊急時の状況把握、要救助者の

捜索活動等の具体的な任務を達成するために、複数の⼩型無⼈機が連携して未知で
複雑な環境において⾃律的に任務を遂⾏することを⽬指し、そのソフトウェアを搭
載して任務を遂⾏するために必要な機能・性能を満たすことができる⼩型無⼈機の
ハードウェア等の要素技術を開発する。開発する技術は、インフラ点検、農業のリモ
ートセンシング等の幅広い⽤途で活⽤されることが想定され、各分野における⾼度
な無⼈化、効率化の開拓を狙う。 

 
（２） 事業の⽬標 

① アウトプット⽬標 
【達成⽬標】２０２９年度まで 
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 ⾃律制御・分散制御技術等の最先端技術を搭載し、関係省庁等の具体的な運⽤

要求（具体的に達成すべきミッションについては、（３）研究開発項⽬②イ．
［１］〜［６］に記載されたものとする。）を実現できる⼩型無⼈機の、ハー
ドウェア等の要素技術を開発する。開発したハードウェアには、先⾏事業で研
究開発された⾃律・分散技術等を含む最先端技術のソフトウェア実装を念頭
に、関係省庁等と設定する運⽤シナリオによって決定する実証実験を実施す
る。 

 
② アウトカム⽬標 
 本事業で開発されたハードウェア等の要素技術が⼩型無⼈機に搭載され、

GNSS が受信できない環境において活⽤されること。具体的に達成すべきミ
ッションについては、（３）研究開発項⽬②イ．［１］〜［６］に記載されたも
のとする。 

 その他のロボット等の幅広い機器に搭載され応⽤されること。 
 事業後数年以内に我が国政府のみならず、海外の政府、⺠間事業者等からも調

達されること。 
 
（３） 事業の内容 

本事業で研究開発を実施する技術は、⺠⽣利⽤や公的利⽤を⾏う上で重要な技術で
あると同時に、世界的にも本技術は確⽴されておらず、⾃律性、不可⽋性の観点から重
要である。また、本事業の成果においては⺠⽣利⽤のみならず公的利⽤につなげていく
ことが前提となっているため、以下の研究開発項⽬は全て委託で実施するものとする。 

 
研究開発項⽬① ⾃律制御・分散制御ソフトウェア実装のための機体に係る技術に関
するフィジビリティスタディー 
 
ア． 研究開発の必要性 

先⾏事業においては、⾃律制御・分散制御技術の制御アルゴリズム（ソフトウェ
ア）の開発を中⼼にした⼩型無⼈機等の要素技術が開発される。このような最先端
技術を⼩型無⼈機へ実装する場合、そのソフトウェアを実装するための新たな機器
を搭載することによる⼩型無⼈機本体の⼤型化及び消費電⼒の増⼤による⾶⾏時間
の縮⼩が想定されるが、⺠⽣・公的利⽤ニーズ、世界的な動向やユーザビリティを踏
まえると既存製品と同等レベルの本体サイズ及び⾶⾏時間の確保が求められ、その
要求を満たすハードウェア等の開発が必要である。開発の⽅針としては、ハードウ
ェア等の開発及び段階的な実装を⽬指すとともに、先⾏事業の開発成果の取り込み
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も含む⾃律制御・分散制御技術等の最先端技術のソフトウェアを実装した完全な⾃
律制御・分散制御が可能な⼩型無⼈機を開発し実証実験を⾏うことを最終⽬標とし
て、これらの開発の具体的な開発項⽬を決定するために、まずはフィジビリティス
タディーを⾏うものとする。フィジビリティスタディーでは、関係省庁等の具体的
なミッションをはじめ、先⾏事業や既存の⼩型無⼈機製品の解析や研究開発の動向
から、ハードウェア等の要素技術の開発項⽬の絞り込みや費⽤対効果の検討を⾏う。 
 

イ． 具体的研究内容 
⼩型無⼈機の仕様策定に当たっては、本事業終了後の事業環境を⾒据え、南海ト

ラフ地震や⾸都直下型地震等の⼤規模災害発⽣時における被害状況調査を想定した
関係省庁等の具体的な運⽤想定から設定するミッションを達成することが必要であ
る。フィジビリティスタディーでは、研究開発項⽬②で開発する機体開発（初期型）
に向け、関係省庁等との協議を通して上述のミッションを設定し、ミッションを達
成するための⼩型無⼈機の⽬標スペックを定め、現在不⾜しているハードウェアの
研究開発項⽬を明確にする。また、既存の⼩型無⼈機製品の解析や研究開発の動向
調査を⾏い、その調査結果より機体開発（初期型）において競争⼒のある技術開発の
⽅向性を定めていく。ミッションを達成する⼩型無⼈機を実現するための重要技術
となる⾃律制御・分散制御技術に係る要素技術やフライトコントローラ、LTE での
⻑距離通信技術、可視光カメラ、⾚外線カメラ、マルチスペクトルカメラなどの複数
種類の調査⽤機器を、運⽤現場でワンタッチで切り替えて⾶⾏させ、映像確認やデ
ータ取得を可能とする技術を開発し製品化している事業者により体制を構築する。
⼩型無⼈機製品の解析や研究開発の動向の調査は国内外の先端技術を選択する。 
 

［１］ 関係省庁等との協議 
関係省庁等と協議を⾏い、先⾏事業等との整合性を図りつつ、地上からの管

制⽅法を含む具体的な運⽤想定からミッションを設定する。ミッションは、⼈
の接近が難しく未知な環境を含む広範囲を迅速に効率良く被害状況調査するこ
とを想定する。また、⼀般的な運⽤想定に加え、例えば寒冷地での使⽤など、
特殊環境下での運⽤ケースについても検討を⾏う。設定されたミッションから、
⼩型無⼈機の⼨法、重量、⾶⾏時間、耐⾵性能、通信距離、及び搭載する調査の
ための機器の⽬標スペックを決定する。決定した⽬標スペックから、センサー
搭載のための機体構造、機体サイズの⼩型化、バッテリーや搭載機器の⾼度化
等、ハードウェアの研究開発項⽬を決定する。 
 

［２］ 国内外先端技術の調査 
⾃律制御・分散制御に使⽤されるセンサーや⼩型かつ⻑時間⾶⾏のための機
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体構造等に係るハードウェア等の技術を、国内外の⼩型無⼈機製品や研究開発
の動向から調査する。調査の結果は、機体開発（初期型）において研究開発の
⽅向性を定めていく中で活⽤する。 

 
なお、フィジビリティスタディーに際しては先⾏事業とも整合性を図りつつ、

⼀体性をもって取り組む。また、研究開発項⽬②および③の実施にあたり、調査結
果を踏まえ、必要に応じて助⾔等を⾏うこと。 

 
ウ． 達成⽬標 

【達成⽬標】2024 年度まで 
フィジビリティスタディーを実施し、先⾏事業等との整合性を図りつつ関係省庁

等との協議を通してミッションを設定し、ミッションを達成するための⼩型無⼈機
の⽬標スペックを定め、現在不⾜しているハードウェアの研究開発項⽬を明確にす
る。また、既存の⼩型無⼈機製品の解析や研究開発の動向調査を⾏い、その調査結果
より機体開発（初期型）において競争⼒のある技術開発の⽅向性を定めていく。 

 
研究開発項⽬② 機体開発（初期型） 
 
ア． 研究開発の必要性 

最終⽬標である、完全な⾃律制御・分散制御が可能な⼩型無⼈機を開発・実証する
ためには、実装に向けた段階的な開発が必要であることから、初期型の開発機体と
して以下を満たす必要がある。 
 

イ． 研究開発項⽬①を踏まえて設定した複数機の⼩型無⼈航空機による⾃律制御・分
散制御技術に期待する達成すべきミッション 

 研究開発項⽬①で実施した関係省庁等との協議を踏まえ、本技術において達成す
べきものとして、以下の通り平時及び有事（⼤規模災害時等）における状況調査、点
検、警備、捜索、測量、通信の 6 つのミッションを設定する。これら６カテゴリの
ミッション全てに対応可能なハードウェア等の技術を開発しなければならない。 
 
［１］ 状況調査ミッション 

⼀定の広域を短時間内に撮影し、対処すべき問題を特定し、その問題に係る情報
を取得するミッションである。例えば、災害発⽣時に直ちに被災地上空を⾶⾏し、
公共インフラの状態、倒壊家屋の分布、⽕災発⽣地域の有無等を把握し、毀損し
た道路インフラにおける⾞両通⾏の可否や倒壊家屋、⽕災発⽣家屋における要救
助⼈物の有無等に係る情報を取得することを想定する。平時においても、国⼟管
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理における河川の定期巡視、消防における出⽕原因調査などで広域を調査するミ
ッションを想定する。このミッションのため、地図作成のアプリケーションや、
状況共有のシステムとの統合・連携が必要となる。 

［２］ 点検ミッション 
特定の施設・構造物の⾼所部分、基礎部分や地下などの暗所にある設備等を精密
に撮影し、対処すべき問題を特定し、その問題に係る情報を取得するミッション
である。例えば、平時において、鉄塔・送電線等の⾼所における碍⼦・ボルト等
の状態の点検や、構造物の⼟台部分の点検を⾏う。有事においては、重要施設等
の被害状況・復旧状況の調査を想定する。また、このミッションにおいては、各
点検対象、制度等に応じた第三者が開発したアプリケーションと連携し、計画作
成・結果報告の⾃動化が⾏われる事が想定される。 

［３］ 警備ミッション 
特定の範囲において巡回・監視・待機しつつ、不審物・不審者の発⾒等の状況の
変化あるいは外部からの情報に応じて⾶⾏計画を変更し、必要に応じて対象物の
追跡及び情報収集を⾏うミッションである。例えば、重要施設などの管理地にお
いて周囲のセンサーの反応を起点に無⼈機が⾃律的に離陸し、不審物・不審者の
発⾒時に撮影・共有・追跡することを想定する。⼤規模災害等の有事においては、
被災地・空き家の巡回・監視による防犯対策が想定される。 

［４］ 捜索ミッション 
広範囲にわたる⼭地・⼭岳部・海洋・河川部等の⼈の⽴⼊が困難なエリアにおい
て対象物・対象者を発⾒するミッションである。例えば、⼭岳遭難が発⽣した際
に、要救助者の早期発⾒のため、昼夜を問わず周囲の植⽣を避けながら捜索する
ことを想定する。平時・有事共に、特に、夜間・悪天候等の⾮常に厳しい状況で
のミッション遂⾏が求められる。 

［５］ 測量ミッション 
広範囲を cm 単位で管理できるレベルの地図データまたは 3D モデルを取得する
ミッションである。例えば、⼟⽊現場の状態を cm 単位で把握するため、複数機
が⾃動で⾶⾏し、画像データや LiDAR による点群データをもとに地図データま
たは 3D モデルを作成する。これは、主に平時のミッションである。このミッシ
ョンにおいて、地図データや 3D モデルは、専⽤のアプリケーションと連携して
作成する事が想定される。 

［６］ 通信ミッション 
公共通信インフラの使⽤が困難な地域において⼀時的に通信環境を提供するミ
ッションである。例えば、有事に、地上の通信インフラが使⽤不能になり、不通
エリアが発⽣した際、無⼈機の無線リレーによって、臨時的に通信環境を復旧・
提供することが求められる。平時においても、常時公共通信インフラの確保が難
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しい地域において⼀時的に通信環境を提供することも想定される。 
 

上記のミッションを達成する上では、下記の機能を実装した機体の開発が必要と
なる。研究開発項⽬②においては、このうち、研究開発項⽬③の機体開発にて下記
機能を実装することを想定した上で、初期型の機体開発として、単機での機体性能
の向上に焦点を当てた研究開発を⾏う。詳細な研究開発内容は、研究開発項⽬②ウ
及び③イにて記載する。 

 
A) 平時・有事を通じて、習熟した操縦⼠やオペレーターを必要とせずミッション

遂⾏を可能とする技術 
(ア) 無⼈機の運⽤に関する専⾨知識を有さない者の⼝頭での指⽰による⾶⾏

経路の作成 
(イ) ⾃機体、他機体や外部環境等の状況等に応じた⾶⾏経路の再構築 
(ウ) ⾃律的な障害物検知・衝突回避性能 
(エ) ⾶⾏前・⾶⾏中の⾃動・常時での異常診断、⾃動給電機能 

 
B) 第三者上空におけるミッション遂⾏を前提とした安全性の向上 

(ア) 第⼀種型式認証に対応する安全性の確保 
(イ) ⾃律的な障害物検知・衝突回避機能（再掲） 
(ウ) 外部環境もしくは⾃機体等での異常発⽣時の緊急着陸技術 
(エ) サイバーセキュリティの確保 

 
C) 多様なミッション環境に対応するための拡張性の確保 

(ア) 第三者が開発したアプリケーションの円滑なインストールや外部システ
ムへの容易な接続を可能とするインターフェース 

 
D) 有事におけるミッション遂⾏を想定しつつ、国際競争⼒を有する単機の機体性

能の確保 
(ア) ⼈が運搬可能な機体重量 
(イ) ⻑距離・広範囲あるいは⻑時間にわたるミッション遂⾏を可能とする⾶⾏

時間の延⻑ 
(ウ) 夜間・悪天候下におけるミッション遂⾏能⼒の確保（耐⾵性、防⽔性・防

塵性、⾚外線カメラの搭載） 
(エ) ⾼精度な撮像能⼒ 
(オ) ⻑距離の通信伝送能⼒（機体間リレーを含む） 
(カ) サイバーセキュリティの確保（再掲）、データ漏えいリスクへの対処 
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ウ． 具体的研究内容 

研究開発項⽬②で開発する技術は、以下に定められた⽬標スペックから試験項⽬
を設定し、初期型での単体試験・評価を⾏う。研究開発項⽬③の機体開発（完全な⾃
律制御・分散制御技術の実装、ミッション対応型）にて実運⽤可能な⼀定のレベルに
達していることとし、⼩型無⼈機へ搭載して実証実験を⾏うことを⽬標とする。ま
た、開発にあたっては、研究開発項⽬①においてヒアリングを⾏った関係省庁等に
対して、必要に応じて再度ヒアリング等を⾏い詳細なスペックの調整を⾏う。 

 
［１］⾃律分散技術の⾰新 

研究開発項⽬③を想定し、次の３点の開発項⽬を設定する。 
- AI 技術を⽤いた⾃律制御技術の初期型として、⾶⾏計画に関し、オペレー

ターからの⾳声等の⾃然⾔語による指⽰を受け、⾃ら適切な航路を⽣成す
る技術 

- 1 UTM や2 ADS-B 等の情報を⽤いて有⼈機及び無⼈機との衝突回避をする
技術 

- 既存⼜は新規に開発したドローンポートと連携し⾃動充電等を⾏う技術 
 
［２］社会受容性及び利便性の向上に向けた開発 

国内外の政府や⺠間で活⽤されることを想定し、社会受容性や利便性を⾼め
る技術開発が必要とされる。研究開発項⽬③を想定し、次の２点の開発項⽬を
設定する。 

- 社会受容性の向上 
➣ ⼩型機における第三者上空の⾶⾏を実現するため、⼩型機で第⼀種型式

認証に対応する安全性を確保するための冗⻑化や⼩型パラシュート等
のコンポーネントの開発 

- 利便性の向上 
➣ ⾶⾏前・中・後の運⽤作業を無⼈で実施できる技術の開発。前述のポー

トとの連携において、⾶⾏前・⾶⾏中等に⾃動かつ常時異常診断を⾏う

 
1 UTM（UAS Traffic Management）無⼈航空機の運航管理システム 
出典：宇宙航空研究開発機構（JAXA）https://www.aero.jaxa.jp/research/star/uas/uas-safety/ 
 
2 ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) 放送型⾃動位置情報伝送・監視機能 
⾶⾏中や地上⾛⾏中の航空機等の移動体の位置を監視する⼿段の⼀つ。各航空機が GNSS 等の測位システ
ムを⽤いて取得した位置情報を地上⼜は他の航空機に向けて放送する⽅式。 
出典：電⼦航法研究所 https://www.enri.go.jp/jp/glossary.html 
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技術の開発 
 
［３］国際競争⼒を有する⼩型ドローンの基本性能向上 

国際的なマーケットで⼀定のシェアを確保できる、国際競争⼒を有した機体
とするため、次の仕様を確保することを想定する。初期型においては、その後の
研究開発項⽬③において達成できることを想定の上で、技術の進歩を考慮し、
合理的なレベルまで達成すること。技術動向の調査を踏まえた、研究開発項⽬
②における達成⽬標の参考値を※に⽰す。 

- 総重量は 1kg〜4kg 
- 最⼤⾶⾏時間は 60 分以上    ※50 分 
- 最⼤⾶⾏速度 25m/s 以上    ※20m/s 
- ホバリング時に 25m/s 以上の定常⾵に耐えうる性能 ※20m/s 
- ⾼解像度カメラ（1 インチ 50Mpixel 以上（※48MPixel）のイメージセンサ

ー）、4 倍以上の光学ズームカメラ、⾚外線カメラの搭載 
- 3保護等級 IP55 相当以上の防⽔性・防塵性 
- プロペラガードが装着可能であるなど、対⼈・対物障害防⽌策の確保 
- ⽇本及びアメリカ合衆国の無線法規においてライセンス不要で利⽤でき、

かつアメリカ合衆国の法規の基準において通信伝送距離 18km 以上（事業
者の定義する理想環境を前提とする）の伝送が可能な無線伝送性モジュー
ルの確保 

- 機体間通信を⾏う無線伝送モジュールを有し、通信の中継機能の確保 
- 第三者からのサイバーアタックに対するセキュリティや、データ漏えいリ

スクへの対処など、ドローンの安全性や信頼性を確保するための技術を開
発し実装すること 

 
開発において、上述の条件を全て満たす機体を総合的に開発できる事業者を選定

する。 
事業者は、機体開発（初期型）の事業期間内または事業期間終了後において、本事

業以外で開発または製品化している⼩型無⼈機、ロボット等へ、本事業にて研究開発
した技術を可能な限り活⽤する。 

 
なお、技術開発の実施に当たっては、フィジビリティスタディーや、今後⽰す予

定の機体開発（完全⾃律制御・分散制御技術実装、ミッション対応型）とも整合性
 

3 保護等級 (Degree of protection) 外郭による、危険な箇所への接近、外来固形物の侵⼊及び/⼜は⽔の
浸⼊に対する保護の度合。 
出典：電気機械器具の外郭による保護等級（JIS C0920）https://kikakurui.com/c0/C0920-2003-01.html 
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を図りつつ、⼀体性をもって取り組む。また、研究開発項⽬③の実施にあたり、必
要に応じて助⾔等を⾏うこと。 

 
エ． 達成⽬標 

【達成⽬標】2027 年度まで 
定められた⽬標スペックを達成する⼩型無⼈機本体に係る部品全般、バッテリー、

搭載機器等を開発し初期型での単体試験・評価を⾏う。開発した技術は、機体開発
（完全⾃律制御・分散制御技術実装、ミッション対応型）での活⽤や段階的に本事
業以外にも実装を進めていく。 

 
研究開発項⽬③ 機体開発（完全な⾃律制御・分散制御技術の実装、ミッション対応型） 
 
ア． 研究開発の必要性 

機体開発（初期型）においては、⾃律制御・分散制御技術等の最先端技術を実装
し、既存製品と同等レベルの本体サイズ及び⾶⾏時間の確保を可能とするハード
ウェア等の要素技術の研究開発を⾏う。その成果がフィジビリティスタディーで
設定した具体的なミッションの実現を達成できることを確認するため、開発した
要素技術を活⽤し、先⾏事業の開発成果を含む⾃律制御・分散制御技術等の最先端
技術のソフトウェアを実装した⼩型無⼈機試作機を開発し実証実験を⾏う必要が
ある。 
 

イ． 具体的研究内容 
フィジビリティスタディーで設定したミッションを達成するための⾃律制御・分

散制御ソフトウェア等の技術を搭載した⼩型無⼈機の試作機を開発する。⼩型無⼈
機の試作機は、機体開発（初期型）での研究開発成果も搭載する。実証実験はフィジ
ビリティスタディーで設定したミッションの内容から実施環境、シナリオ等を設定
し試作機を⽤いて実施する。なお、先⾏事業で研究開発されたソフトウェア等の想
定運⽤条件を、本事業でも再現できることを前提とするがこれに限定しない。本事
業で開発するハードウェア等の要素技術には、他の事業で開発した⾃律制御・分散
制御等のソフトウェアの要素技術を実装することが想定されるため、それぞれの事
業者は共同研究の体制で開発を⾏う。なお、先⾏事業で研究開発されたソフトウェ
ア等を NEDO 事業のハードウェアに組み込んだ機能試験の実施についても考慮する。
上述の具体的な研究開発内容は、現時点での想定であるが、研究開発項⽬②の実施
結果を踏まえ、⾒直しを⾏う。 

 
なお、試作機開発及び実証実験に当たっては、フィジビリティスタディー、機体
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開発（初期型）とも整合性を図りつつ、⼀体性をもって取り組む。 
 また、⾃律制御・分散制御ソフトウェアは、先⾏事業で開発する開発技術を搭載す
ることも想定する。 
 

［１］⾃律分散技術の⾰新 
以下ミッションを達成するのに必要な開発項⽬を想定する。 
- AI 技術を⽤いた⾃律制御技術 
➣ ⾶⾏計画に関し、オペレーターの⾳声による指⽰のみにより⾃ら適切な

航路を⽣成する技術 
➣ 上記のハイレベルな指⽰達成のため、⾶⾏中の外部環境（天候等）・ミッ

ション遂⾏状況・⾃機体や他機体の状態・連携するポートなどの機器の
状況に応じ、⾶⾏計画を再構築する技術 

- UTM や ADS-B 等の情報を⽤いた有⼈機及び無⼈機との衝突を回避する技
術。また、機上カメラやセンサー等による有⼈機⼜は無⼈機の検知し衝突
を回避する技術。 

- ドローンポートと連携した⾃動メンテナンス、⾃動給電を⾏う技術。 
- 単機ないしは数機による単純⾶⾏から 30 機程度の⾃律ドローンの連携に

よるミッション遂⾏する技術。各機体は、⽤途に合わせて、動的に体制・編
隊を組んで⾶⾏を⾏う機能を有し、また、他機体へ⾃機体の持つタスクを
引継ぎ、ミッションを継続する技術。 

- UTM 等から得られた空域の情報や⾃機の異常の発⽣等緊急に着陸しなけ
ればならない場合には、機体がドローンポートや指定された安全な場所へ
緊急着陸する技術。 

 
［２］社会受容性及び利便性の向上に向けた開発 

政府調達や国内外の⺠間で想定されるミッションにおいて活⽤されるため、
社会受容性や利便性を⾼める技術開発が必要とされる。そのため、ミッション
を達成するのに必要な以下の技術開発を想定する。 

- 社会受容性の向上 
➣ ⼩型機における第三者上空の⾶⾏を実現するため、⼩型機で第⼀種型式

認証に対応する安全性を確保するための冗⻑化や⼩型パラシュート等
のコンポーネントの開発 

➣ 有⼈機および無⼈機、第三者物件、地形等との衝突を回避するため、⾃
機から 50m 以上における障害物を検知する機能の開発 

- 利便性の向上 
➣ ⾶⾏前・中・後の運⽤作業を無⼈で実施できる技術の開発。ポートとの
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連携や、⾶⾏前・⾶⾏中に⾃動かつ常時異常診断を⾏う技術の開発 
- 拡張性の向上 
➣⾃律分散制御能⼒を活⽤した新たなミッションを遂⾏できるアプリケー

ションや第三者が⾃由に開発した周辺システムを容易にインストール
できること。⼀部の代表的なアプリケーションにおいて、具体化を想定
すること。 

 
［３］国際競争⼒を有する⼩型ドローンの基本性能向上 

国際競争⼒を有し、国際的なマーケットでシェアを狙える機体とするため、
以下の全ての仕様を想定する。 

- 総重量は 1kg〜4kg 
- 最⼤⾶⾏時間は 60 分以上 
- 最⼤⾶⾏速度 25m/s 以上 
- ホバリング時に 25m/s 以上の定常⾵に耐えうる性能 
- 標準カメラや⾼解像度カメラ（1 インチ 50Mpixel 以上のイメージセンサ

ー）、4 倍以上の光学ズームカメラ、⾚外線カメラの搭載 
- 保護等級 IP55 相当以上の防⽔性・防塵性 
- プロペラガードが装着可能であるなど、対⼈・対物障害防⽌策の確保 
- ⽇本及び、アメリカ合衆国の無線法規においてライセンス不要で利⽤でき、

かつアメリカ合衆国の法規の基準において通信伝送距離 18km 以上（事業
者の定義する理想環境を前提とする）の伝送が可能な無線伝送性モジュー
ルの確保 

- 機体間通信を⾏う無線伝送モジュールを有し、通信の中継機能の確保 
- 第三者からのサイバーアタックに対するセキュリティや、データ漏えいリ

スクへの対処など、ドローンの安全性や信頼性を確保するための技術を開
発し実装すること 

 
ウ． 達成⽬標 

【達成⽬標】2029 年度まで 
 

⾃律制御・分散制御ソフトウェア等の技術を搭載した⼩型無⼈機の試作機を準備
し、その⼩型無⼈機を⽤いた実証実験を⾏い、設定したミッションを達成する。 
  

２. 実施⽅法、実施期間、評価 
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（１） 事業の実施・体制 
本事業は、内閣官房及び内閣府が定める「経済安全保障重要技術育成プログラムの運

⽤・評価指針」に基づき事業を実施する。研究推進法⼈（Funding Agency: FA）は、国
から⽰された研究開発ビジョン及び研究開発構想に基づき、公募により研究開発課題
を採択するとともに、その進捗管理・評価等の責務を担う。本事業の FA は、国⽴研
究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）である。研究開発課題の実
施責任者（以下「研究代表者」という。）の所属する機関は、国内に研究開発拠点を有
し、我が国の法律に基づく法⼈格を有している機関とする（以下「研究代表機関」とい
う）。また、研究代表者及び主たる研究分担者は我が国の居住者であることとする。（こ
こで⾔う居住者とは外為法の居住者（特定類型該当者を除く）であること。）本事業の
公募では、研究開発項⽬①、②及び③はそれぞれ別に事業を実施するものとする。ただ
し、各研究開発項⽬は継続性があるため、先⾏する研究開発構想を引き継いで実施でき
る体制を構築するものとする。 
 

（２） 事業の実施期間 
本研究開発構想に基づく本事業は別表のとおり、 2024 年度から 2029 年度にかけて

の 5 年間とする。 
 

（３） 評価に関する事項 
本事業は、「経済安全保障重要技術育成プログラムの運⽤・評価指針」に基づき、評価
を実施する。研究代表者は⾃⼰評価を毎年実施し、PO に報告する。NEDO は外部評価
として中間評価を 2027 年度（事業開始から 4 年⽬）まで、事後評価を 2029 年度（事
業終了年度）までに実施することとし、事業の進捗等に応じて評価時期を早める場合
は、PO 及び所管省庁と連携して、あらかじめ適切な実施時期を定める。 

 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 

研 究 開 発 項 ⽬ ① 

フィジビリティス

タディー 

 

    

 

関係省庁等 
との協議 

国内外先端 
技術の調査 
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研 究 開 発 項 ⽬ ② 

機体開発（初期型） 
  

 
  

 

研 究 開 発 項 ⽬ ③ 

機体開発（完全な⾃

律制御・分散制御技

術の実装、ミッショ

ン対応型） 

     

 

別表 事業の想定スケジュール 
 
（４） 社会実装に向けた取組 
 本事業は、経済施策を⼀体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令
和４年法律第４３号）に基づく指定基⾦協議会を設置した上で推進していく。これにより、
本事業によって⽣み出される研究成果等を活⽤し、⺠⽣及び公的な利⽤を促進するととも
に社会実装につなげていくことを⽬指し、その実現に向け、潜在的な社会実装の担い⼿とし
て想定される関係⾏政機関や⺠間企業等による伴⾛⽀援を可能とするとともに、参加者間
で機微な情報も含む有⽤な情報の交換や協議を安⼼かつ円滑に⾏うことのできるパートナ
ーシップを確⽴していく。  

本事業において、ハードウェア等の要素技術を開発することで、より広範囲の分野で⾃律
制御・分散制御技術の促進が想定される。このため、このような開発成果の利⽤を⾏う場合
の将来に想定される具体的なユースケースやビジネスモデル、航空法や電波法等の法令対
応、社会受容性を⾼める取組等の情報を共有しつつ研究開発を進めることは、研究開発成果
を将来の社会実装へ円滑につなげていく上で、⼤きな意義がある。 

本事業に係る協議会については、研究開発課題の採択後に、関係⾏政機関、PO、研究代
表者等の協議会への参画者における⼗分な相談を⾏いつつ、運営していく。なお、協議会の
詳細は別に⽰す。 
 
（５） 総予算 

本事業の総予算は 50 億円を超えない範囲を想定しており、研究開発項⽬①については
1 億円を超えない範囲、研究開発項⽬②については 29 億円を超えない範囲とする。各研
究開発項⽬、フェーズ毎の配分については、必要に応じて、経済産業省からの指導に基づ
き⽬安を⽰す。これを変更する場合も同様とする。 

 
（６） 経済産業省の担当課室 

本事業の運営に係る経済産業省の担当課室は、製造産業局航空機武器産業課とする。 

中間評価 

事後評価 
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３. その他重要事項 

 
（１） 研究開発成果の取扱い 

① 共通基盤技術の形成に資する成果の普及 
研究開発課題実施者は、研究成果を広範に普及するよう努めるものとする。経済

産業省及び NEDO は、経済安全保障の観点を留意しつつ、研究開発課題実施者によ
る研究成果の広範な普及を促進する。 

経済安全保障の観点から、経済産業省は必要に応じて NEDO に対して助⾔を⾏
い、NEDO は本助⾔を踏まえて、成果の普及について検討することとする。 
 

② 標準化施策等との連携 
本事業の研究開発で得られたハードウェア等の要素技術の成果については、事業

期間終了後に必要な実施すべき取組のあり⽅及びより広範囲にユーザを広げるため
のビジネスモデルについて⽴案する。また、⾃律制御や分散制御技術を実装した⼩
型無⼈機の国際ニーズを戦略的に拡⼤する仕組みを構築する。経済産業省、NEDO 
及び研究開発課題実施者は、国際ニーズの喚起に向けて積極的に役割を果たしてい
く。 
 

③ 知的財産権の帰属、管理等の取扱い 
研究開発成果を⺠⽣利⽤のみならず公的利⽤につなげていくことを指向し、社会

実装や市場の誘導につなげていく視点を重視するという本プログラムの趣旨に則り、
研究代表機関、研究代表者は、PO 及び研究分担者との協議の上、知的財産権の利活
⽤⽅針を定めることとする。その際には、研究開発途中及び終了後を含め、知的財産
権の利活⽤を円滑に進めることができるように努めることとする。 

なお、研究開発成果の利活⽤にあたりその成果にバックグラウンド知的財産権が
含まれる場合には、その利活⽤についても同様に努めること。 

経済産業省は、NEDO、PO、内閣府、⽂部科学省をはじめとする関連省庁等と連
携して、当該研究開発の達成⽬標に向けて、知的財産権の利活⽤を円滑に進めるこ
とができるように努めることとする。 

 
（２） 「研究開発構想」の⾒直し 

経済産業省は、NEDO、PO 及び関連省庁と連携して、当該研究開発の進捗状況及び
その評価結果、社会・経済的状況、国内外の研究開発動向、政策動向、研究開発費の確
保状況等、事業内外の情勢変化を総合的に勘案し、必要に応じて、達成⽬標、実施期間
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等、本研究開発構想の⾒直しを⾏う。 
 

（３） 研究開発の対象経費 
「経済安全保障重要技術育成プログラムの運⽤・評価指針」に基づき、運⽤する。⼤

学・研究開発法⼈等以外に関する間接経費の額の設定については、事業の性質に応じて
経済産業省の担当課室から別に⽰す場合を除き、業務委託契約標準契約書に基づくも
のとする。 

 

４. 研究開発構想の改定履歴 

 （１）令和５年 10 ⽉、制定。 
 （２）令和７年４⽉、改定 
 


